
 

黒石市就学指導に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

平成２７年４月２７日 

 

 

黒石市教育委員会教育長 阿 保 淳 士 

 

 

黒石市教育委員会規則第５号 

 

黒石市就学指導に関する規則の一部を改正する規則 

 

黒石市就学指導に関する規則（平成２４年黒石市教育委員会規則第６号）の一部を

次のように改正する。 

 

別記様式を次のように改める。 

  



 

別記様式（第２条関係） 

 

総 合 診 断 依 頼 書 

 

 

黒石市就学指導に関する規則第２条第１項第１号の規定により、総合診断を依頼し

ます。 

 

  年  月  日 

 

黒石市教育委員会 様 

 

（依頼者） 住 所 

氏 名            ㊞ 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

№  

年度 年  月  日 

保

護

者 

ふりがな    

本人と

の続柄 
 

保護者氏名              ㊞ 

住 所   

電 話 番 号   

本人の状況等につ

いて 
 

教育措置及び支援

内容等についての

保護者の意見 

 

所属署名【保育園(所)・幼稚園・学校名等】 

ふりがな   生

年

月

日 

平成 

 

年  月  日

生 

学
年  

氏 名   年
齢  歳 


